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街路樹、道路用地内および河川敷地内の樹木などにできた巣　▷道路維持課（南町南６線46、☎48・2322）、管理課（市庁舎６階、☎65・4177）
電柱にできた巣　▷電柱の管理者に問い合わせください　捕獲の許可・有害鳥獣駆除の相談　▷農村振興課（市庁舎７階、☎65・4173）


